
横 浜 市 福 祉 の ま ち づ く り 条 例 （ 抜 粋 ）

 上 段  改 正 後  (下 段  現  行)
横 浜 は 、 開 港 当 時 か ら 新 し い 文 化 や 国 内 外 の 様 々 な 人 々 を 広 く 受

け 入 れ な が ら 、 独 自 の 文 化 を 創 り 出 し て き た 。 こ の 横 浜 の 文 化 が 福

祉 の ま ち づ く り に 生 か さ れ 、 昭 和 49 年 に 、 高 齢 者 、 子 ど も 、 障 害 者

等 全 て の 市 民 が 生 活 し 、 活 動 で き る 横 浜 市 の 実 現 を 理 念 と し た 福 祉

の 風 土 づ く り 推 進 事 業 を 開 始 し 、 今 日 ま で の 様 々 な 取 組 に つ な が っ

て い る 。 

 近 年 の 少 子 高 齢 化 や 生 活 様 式 の 多 様 化 な ど 、 市 民 の 生 活 環 境 は 大

き く 変 化 し 、 暮 ら し が 便 利 に な っ た 半 面 、 人 と 人 と の つ な が り が 希

薄 化 し 、 社 会 の 中 で 孤 立 す る 人 が 増 え る な ど 新 た な 課 題 も 生 じ て い

る 。

こ の よ う な 状 況 だ か ら こ そ 、 横 浜 が 培 っ て き た 多 様 な 文 化 を 受 け

誰 一 人 取 り 残 さ れ る こ と の な い
入 れ る 風 土 を 大 切 に し な が ら 、

一 人 一 人 の 個 性 を 尊 重 し 、 認 め 合 う

社 会 が 求 め ら れ て い る 。 

 福 祉 の ま ち づ く り の 基 本 的 な 考 え 方 で あ る 基 本 的 人 権 の 保 障 、 生

活 者 主 体 の 視 点 並 び に 市 民 、 事 業 者 及 び 行 政 に よ る 協 働 に 加 え 、 暮

ら す 人 だ け で な く 訪 れ る 人 や 勤 め る 人 も 含 め 、 横 浜 に 関 わ る 全 て の

互 い に 人 権 を 尊 重 し 、 個 人 の 尊 厳 を 重 ん ず る こ と を 基 本 理 念 に
人 が

お 互 い を 尊 重 し 、 助 け 合 う 、 人 の 優 し さ に あ ふ れ た ま ち づ く り

ま ち づ く り
、 市 民 、 事 業 者 及 び 行 政 が 一 体 と な っ て

を 基 本 理 念 と し

を 推 進 し
、 次 世 代 に つ な げ て い く こ と が で き る ま ち を 目 指 し 、 こ の

条 例 を 制 定 す る 。 



 

 （ 目 的 ） 

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 福 祉 の ま ち づ く り に つ い て 、 横 浜 市 ( 以 下 「 

 市 」 と い う 。 ) 、 事 業 者 及 び 市 民 の 責 務 を 明 ら か に し 、 福 祉 の ま 

                  定 め 、 並 び に    
 ち づ く り に 関 す る 施 策 の 基 本 的 事 項 を         高 齢 者 、 

定 め る と と も に 、     

 障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 18 年 法 律 第   

 91 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。） 第 14 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 特 別 特 

                         、 社 会 的 障 
 定 建 築 物 に 追 加 す る 特 定 建 築 物 等 を 定 め る こ と に よ り 

 

 壁 を 生 じ さ せ な い た め の 必 要 な 措 置 を 行 う こ と に よ っ て          
       、 福 祉 の 

 

                             横 
 ま ち づ く り に 関 す る 施 策 を 総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 し 、 も っ て 

人 

浜 に 関 わ る 全 て の 人 が 相 互 に 人 格 と 個 性 を 尊 重 し 合 い な が ら 共 生 
 間 性 豊 か な 福 祉 都 市 

 す る 社 会 
の 実 現 に 資 す る こ と を 目 的 と す る 。 

 

 

 （ 定 義 ）   

第 ２ 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各 号 

 に 定 め る と こ ろ に よ る 。 

   （ 第 １ 号 省 略 ） 

 (2)  社 会 的 障 壁  高 齢 者 、 障 害 者 等 に と っ て 日 常 生 活 又 は 社 会 生 
 

  活 を 営 む 上 で 障 壁 と な る よ う な 社 会 に お け る 事 物 、 制 度 、 慣 行 
 

  、 観 念 そ の 他 一 切 の も の を い う 。 
 

(3)  
      （ 本 文 省 略 ） 

(2)  

(4)  
（ 本 文 省 略 ） 

(3)  

(5)  
   （ 本 文 省 略 ） 

(4)  

 

 



 

 （ 市 の 責 務 ） 

第 ３ 条  （ 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 省 略 ） 

                 施 設 に つ い て 、 
３  市 は 、 自 ら 設 置 し 、 又 は 管 理 す る        高 齢 者 、 障 害 
                 施 設 を      

                     た め 、 社 会 的 障 壁 を 
 者 等 が 安 全 か つ 円 滑 に 利 用 で き る よ う に す る 
                     た め の        

生 じ さ せ な い た め の 整 備 、 研 修 そ の 他 の 必 要 な 
                     措 置 を 講 ず る よ う 
 

 努 め る も の と す る 。 

 

 （ 事 業 者 の 責 務 ） 

第 ４ 条  （ 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 省 略 ） 

                   施 設 に つ い て 、 
４  事 業 者 は 、 自 ら 所 有 し 、 又 は 管 理 す る        高 齢 者 、 
                   施 設 を 

                       た め 、 社 会 的 障 
 障 害 者 等 が 安 全 か つ 円 滑 に 利 用 で き る よ う に す る 
                       た め の 

壁 を 生 じ さ せ な い た め の 整 備 、 研 修 そ の 他 の 必 要 な 
                        措 置 を 講 ず る 
  

 よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。 

 

  市 民 等 の 参 画                        
 （       の 確 保 ） 
  市 民 参 画                    

第 18 条  （ 第 １ 項 省 略 ） 

２  市 長 は 、 不 特 定 か つ 多 数 の 者 が 利 用 し 、 又 は 主 と し て 高 齢 者 、 
 

 障 害 者 等 が 利 用 す る 施 設 の 整 備 計 画 を 策 定 す る 場 合 は 、 高 齢 者 、 
 

 障 害 者 等 そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 者 が 参 画 す る 機 会 を 確 保 す る 
 

 た め の 措 置 を 講 ず る よ う 努 め る も の と す る 。 
 

 


